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１．市営住宅建替事業の体系

国費事業名事業事業名費目会計

一般会計

（住宅費）

住宅整備費
市営住宅整備事業

市営住宅建替事業

社会資本整備総合交付金事業

地域居住機能再生推進事業

ストック総合改善事業

市営住宅耐震改修事業

住環境整備事業

公社住宅事業

民間住宅助成事業

住宅管理費

住宅総務事業

住宅管理事業

住宅補修事業

共同施設整備事業

職員費

※市営住宅建替事業における交付金事業と再生推進事業
の補助要件は同じであるため、毎年度の内示状況を踏まえ
両方を活用している。
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２．都市整備局運営方針・事業の位置付け

◆都市整備局運営方針の概要

• 市民が安全で安心していきいきと暮らし、まちの魅力や生活の豊かさを実感できるまちづくりを
効率的に図るため、密集住宅市街地における防災性向上や民間建築物の耐震化促進、良質な
住宅ストックの形成、子育て世帯等の定住促進や都市魅力の向上及び市設建築物における
ファシリティマネジメントの推進などに戦略的かつ重点的に取り組む。

◆大阪市の全体計画の中での位置付け

• 市営住宅ストックの計画的かつ劣化状況等を踏まえた適切な維持管理や更新を図るため、その
特性に応じた対策として、「大阪市営住宅ストック総合活用計画」（平成28年3月改訂）を策定し、
耐震性の確保や居住水準の向上、住宅の長寿命化などを計画的かつ効率的な更新を推進して
いる。
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３．建替事業計画
• 昭和40年代以降に大量に建設された住宅の老朽化が進んでおり、事業の平準化を図りながら
計画的に建替等を実施する必要があることや、改善が必要な住宅が依然として数多く存在する
ことから、継続的な更新が不可欠である。

• 平成23年の東日本大震災以降、平成30年6月18日の大阪北部地震まで、数多くの大規模地震
が発生しており、今後も、上町断層帯地震や南海トラフ巨大地震が危惧されている。

• 昭和56年以前に建設された市営住宅の中には、現行の耐震基準を満たさない住宅が存在して
おり、早急な耐震化が求められている。

• 現在、「大阪市営住宅ストック総合活用計画」（平成28年3月）に基づき、現行の耐震基準を満た
すため、建替えにより耐震化を進めている。

• 市営住宅の建替えは公営住宅法に基づく国庫補助対象事業で、平成25年度までは「社会資本
整備総合交付金」により実施してきたが、同交付金の配分の低下により、平成26年度からは補
助の適用要件が同じである「地域居住機能再生推進事業」と合わせて実施している。

• なお、より確実に財源（国費）を確保するため、国費の配分状況に合わせて、「地域住宅等整備
計画（交付金事業）」と「地域居住機能再生計画（国庫補助金）」を毎年見直し、事業の進捗を
図っている。
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４．事業費の推移
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